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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
　前記開閉体によって開閉される、原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台に載置された原稿を読み取る読み取り手段と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前
記案内部内に移動させる移動手段を備え、
　前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸と一体に回動し、
前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接し
て前記筐体の内側方向に誘導される被誘い部と、を備えて成る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読取装置において、前記回動軸は前記筐体の内側方向に案内され
た位置で上下動可能である、



(2) JP 6478007 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の画像読取装置において、前記案内部は、前記筐体の内側
に向けて前記回動軸を下側に案内する形状を有する、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の画像読取装置において、前記開閉体が前
記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に、前記回動軸の、前記筐体の外側
方向への移動を規制する規制手段を備える、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
　前記開閉体によって開閉される、原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台に載置された原稿を読み取る読み取り手段と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に、前記回動軸の
、前記筐体の外側方向への移動を規制する規制手段を備える、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の画像読取装置において、前記開閉体の前
記第２の姿勢は、前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接を利用して保持される
、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
　前記開閉体によって開閉される、原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台に載置された原稿を読み取る読み取り手段と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体の前記第２の姿勢は、前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接を利
用して保持される、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７に記載の画像読取装置において、前記回動軸と一体に回動する支
点部と、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記支点
部が当接する支点支持部と、を備え、
　前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接は、前記支点部を支点とした前記開閉
体の回動を介した前記回動軸の上方への変位によって行われる、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項９】
　筐体と、
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　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
　前記開閉体によって開閉される、原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台に載置された原稿を読み取る読み取り手段と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前
記案内部内に移動させる移動手段を備え、
　前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸に設けられ、前記
開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接して前
記筐体の内側方向に前記回動軸を誘導する突部と、を備えて成る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前
記案内部内に移動させる移動手段を備え、
　前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸と一体に回動し、
前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接し
て前記筐体の内側方向に誘導される被誘い部と、を備えて成る、
ことを特徴とする開閉体の開閉装置。
【請求項１１】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に、前記回動軸の
、前記筐体の外側方向への移動を規制する規制手段を備える、
ことを特徴とする開閉体の開閉装置。
【請求項１２】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体の前記第２の姿勢は、前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接を利
用して保持される、
ことを特徴とする開閉体の開閉装置。
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【請求項１３】
　筐体と、
　回動軸を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、
開いた状態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、
を備え、
　前記開閉体の前記回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記
第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有
し、
　前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前
記案内部内に移動させる移動手段を備え、
　前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸に設けられ、前記
開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接して前
記筐体の内側方向に前記回動軸を誘導する突部と、を備えて成る、
ことを特徴とする開閉体の開閉装置。
【請求項１４】
　請求項１０から請求項１３のいずれか一項に記載の開閉体の開閉装置において、前記回
動軸は前記筐体の内側方向に案内された位置で上下動可能である、
ことを特徴とする開閉体の開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開閉体を開閉させる開閉装置、および当該開閉体の開閉装置を備えた、スキ
ャナーに代表される画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像読取装置としてのスキャナー、その中でも特に原稿台ガラスの下を読取センサーが
移動しながら画像の読取を行う所謂フラットベッド型のスキャナーにおいては、一般的に
、原稿台ガラスを開閉するカバーが設けられている。スキャナーによっては、カバーに代
えて自動原稿搬送装置（所謂ＡＤＦ）が原稿台ガラスを開閉する構成も見られるが、以下
では原稿台ガラスをカバーが開閉する構成を例にして説明する。
【０００３】
　カバーの裏側、即ち原稿台ガラスと対向する側には、特許文献１に示されるようにスポ
ンジなどの弾性材で構成された原稿押さえが設けられ、カバーを閉じた際に、原稿押さえ
によって原稿を均等に押圧して良好な読み取り結果が得られる様に構成されている。
【０００４】
　しかしながら原稿には種々の厚みのものがあり、特に冊子などの場合には相応の厚みが
あり、この様な厚みのある原稿の場合には、カバーの回動軸に近い位置では原稿を押圧で
きるが、回動軸から遠い位置では原稿を押圧できない場合がある。　
　そこでスキャナーによっては、特許文献２に示されるように、カバー（特許文献２にお
いて「蓋部」の用語で記載される）の回動軸が上下方向（原稿台ガラスと直交する方向）
に変位可能に設けられ、カバーの回動中心が原稿の厚みに応じて上下できるように構成さ
れたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１８６７７１号公報
【特許文献２】特開２００１－０４１２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　カバーは回動する際、例えば閉じた状態から開く方向に回動する際、カバーの基端側（
回動軸に近い側の端部）がスキャナーの背後にまわりこむ状態となる。即ちスキャナーの
背後側には、カバーを回動させる為のスペースが必要となってしまう。　
　また、カバーを閉じた状態から開く際、カバーは伏せた状態から起立状態を経て、最終
的に回動が止まる位置まで回動する。即ち、カバーを回動させる為のスペースはスキャナ
ーの背後のみならず、上方にも大きく必要としてしまう。
【０００７】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、開閉体を開閉さ
せる為に必要な領域の節約、特に薄い媒体の載置の際に効果をもたらす開閉体の開閉装置
及び画像読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する為に、本発明の第1の態様に係る画像読取装置は、筐体と、回動軸
を中心にした回動を介して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、開いた状
態である第２の姿勢と、をとり得る開閉体と、前記開閉体によって開閉される、原稿を載
置する原稿台と、前記原稿台に載置された原稿を読み取る読み取り手段とを備え、前記開
閉体の回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に
向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内する案内部を有することを特
徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、前記開閉体の回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体が前記第１の
姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側方向に案内す
る案内部を有するので、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動す
る際、前記回動軸が前記案内部に入ることで、前記開閉体の基端側部位（自由端に対し反
対側の部位）が前記筐体により近い位置で回動することとなる。これにより、前記開閉体
を開閉させる為に必要な領域、特に前記筐体の周囲に必要な領域を節約することができる
。
【００１０】
　本発明の第２の態様に係る画像読取装置は、第１の態様において、前記案内部は、前記
筐体の内側に向けて前記回動軸を下側に案内する形状を有することを特徴とする。　
　本態様によれば、前記案内部は、前記筐体の内側に向けて前記回動軸を下側に案内する
形状を有するので、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際
、前記回動軸が下側に案内されることで、前記開閉体の自由端部位がより下側で回動する
こととなり、前記開閉体を開閉させる為に必要な領域、特に前記筐体の上方に必要な領域
を節約することができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る画像読取装置は、第１のまたは第２の態様において、前記開
閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記案内部
内に移動させる移動手段を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際
、前記回動軸を前記案内部内に移動させる移動手段を備えるので、前記開閉体が前記第１
の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸が前記案内部内に確実に移る
ことができる。
【００１３】
　本発明の第４の態様に係る画像読取装置は、第３の態様において、前記移動手段は、前
記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸と一体に回動し、前記開閉体が前記第１
の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接して前記筐体の内側方向
に誘導される被誘い部と、を備えて成ることを特徴とする。
【００１４】
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　本態様によれば、前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸
と一体に回動し、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に
前記誘い面に接して前記筐体の内側方向に誘導される被誘い部と、を備えて成るので、前
記移動手段を構造簡単にして省スペースに構成できる。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る画像読取装置は、第１から第４の態様のいずれかにおいて、
前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に、前記回動軸の、
前記筐体の外側方向への移動を規制する規制手段を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際
に、前記回動軸の、前記筐体の外側方向への移動を規制する規制手段を備えるので、前記
開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に、前記回動軸が前記案
内部から抜け出してしまうことを防止できる。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る画像読取装置は、第１から第５の態様のいずれかにおいて、
前記開閉体の前記第２の姿勢は、前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接を利用
して保持されることを特徴とする。
【００１８】
　本態様によれば、前記開閉体の前記第２の姿勢は、前記案内部の奥側上部に対する前記
回動軸の当接を利用して保持されるので、前記第２の姿勢を保持する為の手段を、低コス
トに構成できる。
【００１９】
　本発明の第７の態様に係る画像読取装置は、第６の態様において、前記回動軸と一体に
回動する支点部と、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際
に前記支点部が当接する支点支持部と、を備え、前記案内部の奥側上部に対する前記回動
軸の当接は、前記支点部を支点とした前記開閉体の回動を介した前記回動軸の上方への変
位によって行われることを特徴とする。
【００２０】
　本態様によれば、前記案内部の奥側上部に対する前記回動軸の当接は、前記支点部を支
点とした前記開閉体の回動を介した前記回動軸の上方への変位によって行われるので、前
記回動軸を、前記案内部の奥側上部に確実に当接させることができる。
【００２１】
　本発明の第８の態様に係る画像読取装置は、第３の態様において、前記移動手段は、前
記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸に設けられ、前記開閉体が前記第１の姿
勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記誘い面に接して前記筐体の内側方向に前
記回動軸を誘導する突部と、を備えて成ることを特徴とする。
【００２２】
　本態様によれば、前記移動手段は、前記筐体の内側方向に延びる誘い面と、前記回動軸
に設けられ、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際に前記
誘い面に接して前記筐体の内側方向に前記回動軸を誘導する突部と、を備えて成るので、
前記移動手段を、構造簡単にして低コストに構成できる。
【００２３】
　本発明の第９の態様に係る開閉体の開閉装置は、筐体と、回動軸を中心にした回動を介
して、前記筐体に対して閉じた状態である第１の姿勢と、開いた状態である第２の姿勢と
、をとり得る開閉体と、を備え、前記開閉体の回動軸を受け入れる軸受けは、前記開閉体
が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動する際、前記回動軸を前記筐体の内側
方向に案内する案内部を有し、前記案内部は、前記筐体の内側に向けて前記回動軸を下側
に案内する形状を有し、前記開閉体が前記第１の姿勢から前記第２の姿勢に向けて回動す
る際、前記回動軸を前記案内部内に移動させる移動手段を備えることを特徴とする。　
　本態様によれば、開閉体の開閉装置において、上述した第１の態様と同様な作用効果を
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得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る画像読取装置において開閉体が閉じた状態を示す外観斜視図。
【図２】画像読取装置において開閉体が開いた状態を示す外観斜視図。
【図３】画像読取装置における筐体内の構造を原稿載置面側から見た平面図。
【図４】画像読取装置の筐体における側断面図。
【図５】画像読取装置の傾斜姿勢を示す斜視図。
【図６】筐体を傾斜姿勢とした際の筐体における接地側の端部を示す断面図。
【図７】筐体の背面側端部に設けられたカバーの開閉装置を示す斜視図。
【図８】（Ａ）はカバーの回動軸部を装置前面側から見た斜視図であり、（Ｂ）はカバー
の回動軸部を装置背面側から見た斜視図。
【図９】筐体の背面側端部に設けられた軸受け部の斜視図。
【図１０】（Ａ）は回動角度が０度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動角
度が０度の際の移動手段の状態を示す図。
【図１１】（Ａ）は回動角度が０度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が０度の際の支点部の状態を示す図。
【図１２】（Ａ）は回動角度が３０度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が３０度の際の移動手段の状態を示す図。
【図１３】（Ａ）は回動角度が３０度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は回
動角度が３０度の際の支点部の状態を示す図。
【図１４】（Ａ）は回動角度が６０度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が６０度の際の移動手段の状態を示す図。
【図１５】（Ａ）は回動角度が６０度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は回
動角度が６０度の際の支点部の状態を示す図。
【図１６】（Ａ）は回動角度が８０度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が８０度の際の移動手段の状態を示す図。
【図１７】（Ａ）は回動角度が８０度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は回
動角度が８０度の際の支点部の状態を示す図。
【図１８】（Ａ）は回動角度が９０度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が９０度の際の移動手段の状態を示す図。
【図１９】（Ａ）は回動角度が９０度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は回
動角度が９０度の際の支点部の状態を示す図。
【図２０】（Ａ）は回動角度が９５度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回動
角度が９５度の際の移動手段の状態を示す図。
【図２１】回動角度が９５度の際の規制手段の状態を示す図。
【図２２】（Ａ）は回動角度が１００度の際の回動軸の状態を示す図であり、（Ｂ）は回
動角度が１００度の際の移動手段の状態を示す図。
【図２３】（Ａ）は回動角度が１００度の際の規制手段の状態を示す図であり、（Ｂ）は
回動角度が１００度の際の支点部の状態を示す図。
【図２４】画像読取装置におけるカバーの自由端側部位の回動の軌跡を示す側面図。
【図２５】（Ａ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が０度の際の状態を示す側断面
図であり、（Ｂ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が２０度の際の状態を示す側断
面図。
【図２６】（Ａ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が４０度の際の状態を示す側断
面図であり、（Ｂ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が６０度の際の状態を示す側
断面図。
【図２７】（Ａ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が８０度の際の状態を示す側断
面図であり、（Ｂ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が９０度の際の状態を示す側
断面図。
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【図２８】（Ａ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が９５度の際の状態を示す側断
面図であり、（Ｂ）は第２の実施例に係る回動軸の回動角度が１００度の際の状態を示す
側断面図。
【図２９】第２の実施例に係る回動軸を変位許容部において変位させた状態を示す側断面
図。
【図３０】第３の実施例に係る回動軸及び軸受けを示す側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施例において同一の構
成については、同一の符号を付し、最初の実施例においてのみ説明し、以後の実施例にお
いてはその構成の説明を省略する。
【００２６】
　各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系はＸ方向が画像読取部の走査方向かつ装置幅方向、
Ｙ方向が画像読取部の移動方向かつ装置奥行き方向、Ｚ方向が原稿載置面に直交する方向
を示している。尚、本明細書において＋Ｙ軸方向側を装置背面側とし、－Ｙ軸方向側を装
置前面側あるいは筐体の内側方向とし、＋Ｚ軸方向を上方とし、－Ｚ軸方向を下方とする
。
【００２７】
■■■画像読取装置の概要■■■■
　図１ないし図６を参照して、画像読取装置１０について説明する。画像読取装置１０は
、筐体１２と、「開閉体」としてのカバー１４と、原稿台１６と、操作部１８と、案内部
２０と、駆動機構２２と、「読み取り手段」としての画像読取部２４と、スタンド２６と
を備えている。
【００２８】
　図２に示すように筐体１２の上部には原稿台１６が設けられている。原稿台１６は、原
稿載置面２８と、当該原稿載置面２８を取り囲むように配置された前面フレーム３０ａと
、背面フレーム３０ｂと、側面フレーム３０ｃ、３０ｄとを備えている。これらのフレー
ム３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄは、原稿載置面２８の周囲を構成している。
【００２９】
　また、本実施例において原稿載置面２８は平坦かつ透明なガラス板により構成されてい
る。そして、原稿載置面２８には画像を読み取る原稿を載置可能である。つまり、原稿載
置面２８は画像読取部２４により媒体の読み取りが可能な読取領域として構成されている
。
【００３０】
　また、筐体１２において装置前面側には操作部１８が設けられている。操作部１８は、
画像読取装置１０を操作するための電源スイッチや設定切換ボタン等を備えて構成されて
いる。
【００３１】
　また、筐体１２において装置背面側の端部にはカバー１４が筐体１２に対して回動可能
に取り付けられている。カバー１４は、図１に示すように原稿台１６に対して閉じた姿勢
である第１の姿勢と、図２に示すように原稿台１６に対して開いた姿勢である第２の姿勢
とを切換可能に取り得る。また、カバー１４の原稿台１６と対向する側には、原稿押さえ
部材３２が設けられている。原稿押さえ部材３２は例えばスポンジのような弾性体により
構成されている。
【００３２】
　原稿押さえ部材３２は、カバー１４が原稿台１６に対して閉じた姿勢（図１参照）とな
った際、原稿台１６に設けられた原稿載置面２８に載置された原稿を当該原稿の被読取面
と反対側から一様に押圧する。これにより、原稿押さえ部材３２により押圧された媒体の
被読取面が原稿載置面２８に密着する。つまり、原稿押さえ部材３２は、原稿載置面２８
から原稿が浮き上がることを防止できる。尚、原稿押さえ部材３２の大きさは、原稿載置
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面２８に載置される原稿において原稿載置面２８と反対側の面の全領域を押さえられるよ
うに原稿載置面２８の大きさと略同じ大きさに設定されている。
【００３３】
　図３に示すように筐体１２内には、装置奥行き方向において装置前面側から装置背面側
に延びる案内部２０が設けられている。案内部２０において図３における＋Ｘ軸方向側の
側面にはラック３４が形成されている。また、図４に示すように案内部２０の上面には装
置奥行き方向に延びる凸部３６が形成されている。
【００３４】
　そして、案内部２０には駆動機構２２及び画像読取部２４が装置奥行き方向に往復移動
可能に取り付けられている。駆動機構２２は駆動モーター３８と、ピニオンギア４０と、
凹部４２とを備えている。駆動モーター３８は、その駆動力を図示しない複数のギアを介
してピニオンギア４０に伝達する。ピニオンギア４０は案内部２０のラック３４と噛合し
ている。つまり、ラック３４とピニオンギア４０とはラックアンドピニオン機構を構成し
ている。
【００３５】
　また、凹部４２（図４参照）は、案内部２０の凸部３６を受け入れている。図４に示す
ように原稿載置面２８と直交する方向において駆動機構２２の上部には画像読取部２４が
取り付けられている。画像読取部２４は、原稿載置面２８と直交する方向において上方側
に位置する原稿載置面２８に載置された原稿に光を照射し、該原稿からの反射光を受光し
て原稿の情報を読み取る光学ユニットとして構成されている。また、画像読取部２４は、
装置幅方向に延設されており、原稿載置面２８の装置幅方向における長さに対応している
。
【００３６】
　ここで、駆動機構２２の駆動モーター３８を駆動させると、その駆動力がピニオンギア
４０に伝達される。そして、駆動機構２２は案内部２０の凸部３６に沿って画像読取部２
４を装置奥行き方向に移動させ、原稿載置面２８に載置された原稿の被読取面の画像など
の情報を読み取る。
【００３７】
　また、図４に示すように筐体１２の裏面には収容部４４が設けられている。収容部４４
には、スタンド２６が収容されている。スタンド２６は、図４に示すように収容部４４に
収容された状態と、図５に示すように収容部４４から引き出されて筐体１２の裏面１２ａ
に対して傾斜した状態とを切換可能に構成されている。そして、スタンド２６は、筐体１
２を傾斜した姿勢で保持可能に構成されている。
【００３８】
　また、図６には筐体１２が設置面４６に対して傾斜した姿勢（図５参照）にある際の傾
斜方向下方側における筐体１２の端部を示している。筐体１２が傾斜姿勢を取る際、原稿
台１６の傾斜方向下方側には側面フレーム３０ｃが位置している。側面フレーム３０ｃに
は、原稿載置面２８と当接する部分に案内面４８が設けられている。案内面４８は、原稿
載置面２８に直交する方向に対して傾斜して設けられている。具体的には、案内面４８は
原稿載置面２８に近づくにつれて筐体１２の外側に向けて傾くように構成されている。
【００３９】
　すなわち、図６に示すように筐体１２を傾斜した姿勢にした際、原稿載置面２８に原稿
をセットすると原稿における傾斜方向下方側の端部は、案内面４８と当接する。さらに原
稿における傾斜方向下方側の端部は、案内面４８により原稿載置面２８に当接する方向へ
案内される。したがって、筐体１２を傾斜姿勢（図５参照）とした際でも画像読取装置１
０の原稿載置面２８に原稿をセットし、原稿の画像や情報を読み取ることができる。つま
り、画像読取装置１０は、スタンド２６により傾斜姿勢で維持された状態においても、使
用することができる。
【００４０】
　尚、本実施例における画像読取装置１０は、図１及び図２に示すように設置面４６に対



(10) JP 6478007 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

して筐体１２の裏面１２ａが接する水平姿勢、あるいは図５に示すように設置面４６に対
して筐体１２が傾斜する傾斜姿勢で使用又は保管される。
【００４１】
■■■第１の実施例■■■■
■■■カバーの開閉装置の概要■■■■
　次いで図７ないし図１１（Ｂ）を参照してカバー１４の開閉装置５０について説明する
。開閉装置５０は、カバー１４において基端側、つまり装置背面側の端部に設けられた「
可動部」としての回動軸部５２と、筐体１２の装置背面側の端部に設けられた「固定部」
としての軸受け部５４とを備えている。回動軸部５２は軸受け部５４に回動可能に受け入
れられている。
【００４２】
　図８（Ａ）及び図８（Ｂ）を参照するに、回動軸部５２は一対の回動軸５６を備えてい
る。回動軸５６は、回動軸部５２の装置幅方向における両端部からそれぞれ装置幅方向に
突出している。また、回動軸部５２は被誘い部５８と、被規制部６０と、支点部６２とを
備えている。
【００４３】
　図９を参照するに、軸受け部５４は、軸受け６４と、誘い面６６と、規制部６８と、支
点支持部７０とを備えている。尚、本実施例において、回動軸部５２の被誘い部５８と軸
受け部５４の誘い面６６とは移動手段７２（図１０（Ｂ）参照）を構成している。また、
回動軸部５２の被規制部６０と軸受け部５４の規制部６８とは規制手段７４（図１１（Ａ
）参照）を構成している。尚、本実施例において軸受け部５４（固定部）を構成する軸受
け６４は筐体１２及び背面フレーム３０ｂから構成され、誘い面６６、規制部６８及び支
点支持部７０は背面フレーム３０ｂから構成されている。
【００４４】
　以下、図１０（Ａ）ないし図２３（Ｂ）を参照しながら、筐体１２に対してカバー１４
を回動させた際における回動軸５６、軸受け６４、移動手段７２、規制手段７４、支点部
６２及び支点支持部７０の構成及び動作について説明する。尚、図１０（Ａ）、図１２（
Ａ）、図１４（Ａ）、図１６（Ａ）、図１８（Ａ）、図２０（Ａ）及び図２２（Ａ）には
、各回動角度（０度、３０度、６０度、８０度、９０度、９５度、１００度）における回
動軸５６と軸受け６４との関係が示されており、図１０（Ｂ）、図１２（Ｂ）、図１４（
Ｂ）、図１６（Ｂ）、図１８（Ｂ）、図２０（Ｂ）及び図２２（Ｂ）には各回動角度にお
ける移動手段７２の被誘い部５８と誘い面６６との関係が示されている。
【００４５】
　また、図１１（Ａ）、図１３（Ａ）、図１５（Ａ）、図１７（Ａ）、図１９（Ａ）、図
２１及び図２３（Ａ）には、各回動角度における規制手段７４の被規制部６０と規制部６
８との関係が示されており、図１１（Ｂ）、図１３（Ｂ）、図１５（Ｂ）、図１７（Ｂ）
、図１９（Ｂ）及び図２３（Ｂ）には各回動角度における支点部６２と支点支持部７０と
の関係が示されている。
【００４６】
　尚、本実施例において回動角度０度はカバー１４の筐体１２に対して閉じた状態である
第１の姿勢の際の回動角度であり、回動角度１００度はカバー１４の筐体１２に対して開
いた状態である第２の姿勢の際の回動角度である。　
　尚、各図に示すカバー１４の各回動角度は目安であり、部品の製造精度、装置の組立精
度などにより実際は前後する場合がある。即ち以下では説明の便宜上、具体的な回動角度
の数値を用いて各状態変化を説明するが、例えば各回動角度に切り換わったその時点で精
密に各状態変化が発生することを意味するものではない。
【００４７】
＜＜＜回動軸及び軸受けについて＞＞＞
　図１０（Ａ）に示すように、軸受け６４は、変位許容部７６と、案内部７８と、当該案
内部７８に形成された保持形状８０とを備えている。軸受け６４には、回動軸５６が受け
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入れられている。回動軸５６が変位許容部７６に位置する際、回動軸５６即ちカバー１４
は、筐体１２に対して原稿載置面２８と交差する方向、本実施例では直交する方向（Ｚ軸
方向）に変位可能である。
【００４８】
　また、案内部７８は、変位許容部７６と連通している。そして、案内部７８は装置奥行
き方向において筐体１２の背面１２ｂ側から筐体１２の内側方向に向けて原稿載置面２８
と交差する方向における下方側に傾斜して延びている。さらに、案内部７８の奥側の端部
の上部には回動軸５６を保持可能な保持形状８０が形成されている。
【００４９】
　ここで、図１０（Ａ）、図１２（Ａ）、図１４（Ａ）、図１６（Ａ）、図１８（Ａ）、
図２０（Ａ）及び図２２（Ａ）を参照すると、回動軸５６はカバー１４が筐体１２に対し
て第１の姿勢にある際、変位許容部７６の下端側に位置している。カバー１４が筐体１２
に対して第１の姿勢（回動角度０度）から図１０（Ａ）における時計回り方向に回動を開
始すると、回動軸５６は、後に詳述する移動手段７２により案内部７８に沿って変位許容
部７６の下端側から筐体１２の内側方向へ、下側に向けて変位を始める（図１０（Ａ）、
図１２（Ａ）、図１４（Ａ）及び図１６（Ａ）参照）。
【００５０】
　つまり、回動軸５６は、案内部７８により筐体１２の背面側から筐体１２の内側方向下
方側へ向けて案内される。そして、カバー１４の筐体１２に対する回動角度が９０度に達
すると案内部７８の内側方向の端部に位置する（図１８（Ａ）参照）。尚、回動軸５６が
第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動を開始すると、回動軸５６は変位許容部７６から
案内部７８に移動するので、回動軸５６を変位許容部７６に沿って上下に変位させること
ができなくなる。
【００５１】
　さらに、カバー１４が筐体１２に対して回動角度９０度以上に回動すると、回動軸５６
は案内部７８の内側方向の端部において原稿載置面２８と交差する方向において上方側（
図２０（Ａ）参照）へ変位を開始する。すなわち、カバー１４の筐体１２に対する回動角
度が９０度から１１０度の際、カバー１４は支点部６２及び支点支持部７０との当接部分
を回動中心として筐体１２に対して回動する。そして、カバー１４の筐体１２に対する回
動角度が１１０度に達すると、回動軸５６は案内部７８の保持形状８０に保持される（図
２２（Ａ）参照）。
【００５２】
＜＜＜移動手段について＞＞＞
　次いで、移動手段７２について説明する。図１０（Ｂ）を参照するに移動手段７２の誘
い面６６は軸受け部５４において装置幅方向中央部分に設けられている。そして、誘い面
６６は筐体１２の装置奥行き方向において背面側から装置前面方向、つまり筐体１２の内
側方向に延びるとともに装置高さ方向下方側へ延びる傾斜面として構成されている。
【００５３】
　また、被誘い部５８は、回動軸部５２において装置幅方向中央部分において、回動軸部
５２の下端部に設けられている。つまり、軸受け部５４に回動軸部５２が取り付けられた
状態において、被誘い部５８は誘い面６６に対して対向する位置にある。また、図１０（
Ｂ）に示すように被誘い部５８は誘い面６６と係合する曲面を備えている。
【００５４】
　ここで、図１０（Ｂ）、図１２（Ｂ）、図１４（Ｂ）、図１６（Ｂ）、図１８（Ｂ）、
図２０（Ｂ）及び図２２（Ｂ）を参照すると、カバー１４が筐体１２に対して第１の姿勢
（回動角度０度）から図１０（Ｂ）における時計回り方向に回動を開始すると、被誘い部
５８は誘い面６６に沿って回動しながら筐体１２の背面側から筐体１２の内側方向へ変位
する（図１０（Ｂ）図１２（Ｂ）、図１４（Ｂ）及び図１６（Ｂ）参照）。そして、カバ
ー１４の筐体１２に対する回動角度が８０度より大きくなると、被誘い部５８は誘い面６
６から離間し、さらに筐体１２の内側方向に変位する（図１８（Ｂ）、図２０（Ｂ）及び
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図２２（Ｂ）参照）。
【００５５】
　つまり、移動手段７２は、カバー１４が筐体１２に対して回動する際、誘い面６６が被
誘い部５８を筐体１２の背面側から筐体１２の内側方向へ誘導するので、回動軸５６をカ
バー１４の筐体１２に対する回動とともに背面側から筐体１２の内側方向に変位させるこ
とができる。
【００５６】
＜＜＜規制手段について＞＞＞
　次に規制手段７４について説明する。規制手段７４は、カバー１４の筐体１２に対する
回動角度が９０度以上になった際、筐体１２の背面側から筐体１２の内側方向へ移動した
回動軸５６が筐体１２の背面側つまり筐体１２の外側方向に戻ることを規制する。
【００５７】
　被規制部６０は、図８（Ｂ）に示すように回動軸部５２において装置幅方向において被
誘い部５８の両側に配置されている。そして、被規制部６０は、図８（Ｂ）におけるＺ軸
方向において被誘い部５８よりも＋Ｚ軸方向側、つまり回動軸部５２の上端寄りに配置さ
れている。
【００５８】
　ここで、図１１（Ａ）、図１３（Ａ）、図１５（Ａ）、図１７（Ａ）、図１９（Ａ）、
図２１及び図２３（Ａ）を参照するに、カバー１４の筐体１２に対する回動に伴って、被
規制部６０は図１１（Ａ）における時計回り方向に回動しながら規制部６８に接近する。
そして、カバー１４の筐体１２に対する回動角度が８０度（図１７（Ａ）参照）を超える
と、被規制部６０は装置奥行き方向において規制部６８よりも筐体１２の内側方向、つま
り装置奥行き方向における前面側に位置することとなる。
【００５９】
　そして、図１９（Ａ）、図２１及び図２３（Ａ）に示すように、カバー１４の筐体１２
に対する回動角度が９０度（図２１参照）を超えると、カバー１４は当該カバー１４の自
重により装置背面側に移動しようとする。この際、回動軸５６も案内部７８内にて筐体１
２の内側方向から外側方向へ移動しようとする。
【００６０】
　この動きに伴って被規制部６０は規制部６８と当接する。これにより、規制部６８は、
被規制部６０の筐体１２の内側方向から外側方向への移動を規制する。これにより、回動
軸５６の筐体１２の内側方向から外側方向へ移動が規制される。つまり、規制手段７４は
、案内部７８から回動軸５６が抜け出てしまうことを防止できる。
【００６１】
＜＜＜支点部及び支点支持部について＞＞＞
　次に、支点部６２及び支点支持部７０について説明する。支点部６２、６２は、回動軸
部５２において上端側に配置されている。支点部６２は、装置幅方向において被規制部６
０と回動軸５６との間に配置されている。また、支点部６２は装置奥行き方向において回
動軸部５２より装置背面側に突出しており、カバー１４の後端面に対して面一となってい
る。
【００６２】
　支点支持部７０は、図９に示すように軸受け部５４において、原稿載置面２８と交差す
る方向において誘い面６６及び規制部６８よりも下方側に位置している。そして支点支持
部７０は装置奥行き方向において略平坦に形成されている。
【００６３】
　ここで、図１１（Ｂ）、図１３（Ｂ）、図１５（Ｂ）、図１７（Ｂ）、図１９（Ｂ）及
び図２３（Ｂ）を参照するに、カバー１４が筐体１２に対して回動角度０度から回動を開
始すると支点部６２は回動軸５６の周りを図１１（Ｂ）における時計回り方向に回動する
（図１１（Ｂ）、図１３（Ｂ）、図１５（Ｂ）及び図１７（Ｂ）参照）。そして、カバー
１４の筐体１２に対する回動角度が９０度（図１９（Ｂ）参照）に達すると、支点部６２
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は支点支持部７０に当接する。
【００６４】
　そして、カバー１４の回動中心が回動軸５６から支点部６２及び支点支持部７０との当
接部分に切り換わる。つまり、カバー１４の筐体１２に対する回動角度が０度から９０度
の際、カバー１４は回動軸５６を回動中心として筐体１２に対して回動し、カバー１４の
筐体１２に対する回動角度が９０度から１１０度の際、カバー１４は支点部６２及び支点
支持部７０との当接部分を回動中心として筐体１２に対して回動する。
【００６５】
　そして、カバー１４の筐体１２に対する回動角度が１１０度となった際、図２２（Ａ）
に示すように回動軸５６は案内部７８の保持形状８０に保持されるとともに、筐体１２の
背面１２ｂにカバー１４の回動軸部５２側（基端側）の部位１４ａが接触する。これによ
り、カバー１４は筐体１２に対して開いた姿勢、つまり第２の姿勢を保持することができ
る。
【００６６】
＜＜＜回動軸、軸受け、移動手段、規制手段、支点部及び支点支持部の動作についてのま
とめ＞＞＞　
　ここで、回動軸５６、軸受け６４、移動手段７２、規制手段７４、支点部６２及び支点
支持部７０の動作についての説明をまとめると、カバー１４が筐体１２に対して回動する
際、第１の姿勢である回動角度０度から９０度までは回動軸５６を回動中心として回動す
る。その際、移動手段７２は回動軸５６を筐体１２の背面１２ｂ側から筐体１２の内側方
向に向けて下側へ案内する。そして、回動角度が９０度になると、カバー１４の回動中心
が回動軸５６から支点部６２と支点支持部７０との当接部分に切り換わる。
【００６７】
　そして、支点部６２と支点支持部７０との当接部分を回動中心としてカバー１４を９０
度から第２の姿勢である１１０度に向けて回動させると、規制手段７４が回動軸５６の筐
体１２の背面側への変位を規制する。そして、回動軸５６は案内部７８内において上方へ
変位させられる。その後、保持形状８０に回動軸５６が保持されるとともに筐体１２の背
面１２ｂにカバー１４の回動軸部５２側（基端側）の部位１４ａが接触するので、カバー
１４の筐体１２に対する第２の姿勢が保持される。
【００６８】
　本実施例では、カバー１４の基端側部位である回動軸側の部位の回動軌跡（図２４の背
面１２ｂにおける一点鎖線）は、回動軸５６を筐体１２の内側方向（図２４における－Ｙ
軸方向）に変位させながら回動させるので回動軸５６を固定した場合のカバー１４の回動
軸側の端部の回動軌跡（図２４の背面１２ｂにおける二点鎖線部）よりも小さくすること
ができる。つまり、筐体１２の背面１２ｂ側においてカバー１４を開閉するための領域を
小さくすることができる。これにより、筐体１２の背面１２ｂ側においてカバー１４を開
閉するための領域を小さくすることができる。
【００６９】
　すなわち、本実施例では、カバー１４の回動軸５６を受け入れる軸受け６４は、カバー
１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際、回動軸５６を筐体１２の内側方向
に案内する案内部７８を有するので、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回
動する際、回動軸５６が案内部７８に入ることで、カバー１４の基端側である回動軸側の
部位（自由端に対し反対側の部位）が筐体１２により近い位置で回動することとなる。こ
れにより、カバー１４を開閉させる為に必要な領域、特に筐体１２の周囲に必要な領域を
節約することができる。
【００７０】
　また、カバー１４を筐体１２に対して回動させる際、回動軸５６を筐体１２の内側方向
下方側に変位させながら回動させるので、図２４に示すように回動軸を固定した場合にお
けるカバー１４の自由端側の回動軌跡（図２４における二点鎖線部）よりも本実施例のカ
バー１４の自由端側の回動軌跡（図２４における一点鎖線）を小さくすることができる。
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つまり、カバー１４を開閉するための領域を小さくすることができる。
【００７１】
　また、本実施例では案内部７８は、筐体１２の内側に向けて回動軸５６を下側に案内す
る形状を有している。したがって、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動
する際、回動軸５６が下側に案内されることで、カバー１４の自由端側の部位がより下側
で回動することとなり、カバー１４を開閉させる為に必要な領域、特に筐体１２の上方に
必要な領域を節約することができる。
【００７２】
　また、本実施例では、カバー１４を筐体１２に対して第２の姿勢で保持する際、回動軸
５６が保持形状８０に保持されるとともに筐体１２の背面１２ｂでカバー１４の回動軸５
６側の部位１４ａを支持する。その結果、筐体１２においてカバー１４の回動を規制する
とともにカバー１４を支持するために筐体１２の背面１２ｂ側からさらに装置後方に突出
する回動支持部を設ける必要がなく、装置寸法を小さくすることができる。
【００７３】
　また、本実施例では、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際、回
動軸５６を案内部７８内に移動させる移動手段７２を備えるので、カバー１４が第１の姿
勢から第２の姿勢に向けて回動する際、回動軸５６が案内部７８内に確実に移ることがで
きる。
【００７４】
　また、移動手段７２は、筐体１２の内側方向に延びる誘い面６６と、回動軸５６と一体
に回動し、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際に誘い面６６に接
して筐体１２の内側方向に誘導される被誘い部５８とを備えて成るので、移動手段７２を
構造簡単にして省スペースに構成できる。
【００７５】
　さらに、本実施例ではカバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際に、
回動軸５６の、筐体１２の外側方向への移動を規制する規制手段７４を備えている。した
がって、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際に、回動軸５６が案
内部７８から抜け出してしまうことを防止できる。
【００７６】
　また、カバー１４の筐体１２に対する第２の姿勢は、案内部７８の奥側上部に対する回
動軸５６の当接を利用して保持される。これにより、カバー１４の第２の姿勢を保持する
為の手段を、低コストに構成できる。
【００７７】
　また、案内部７８の奥側上部に対する回動軸５６の当接は、支点部６２を支点としたカ
バー１４の回動を介した回動軸５６の上方への変位によって行われるので、回動軸５６を
、案内部７８の奥側上部に確実に当接させることができる。また、本実施例では案内部７
８の奥側上部には、回動軸５６を保持する保持形状８０が形成されているので、カバー１
４の第２の姿勢をより確実に保持できる。
【００７８】
　また、本実施例では軸受け６４は、カバー１４が第１の姿勢にある際に、筐体１２に対
してカバー１４が接離する方向である原稿載置面２８と交差する方向への回動軸５６の変
位を許容する変位許容部７６を有している。これにより、カバー１４が第１の姿勢にある
際に、筐体１２に対するカバー１４の位置の自由度を確保することで、厚い原稿への対応
など多用なニーズに対応することができる。
【００７９】
　また、本実施例ではカバー１４が第２の姿勢にある際に、回動軸５６は、案内部７８内
においてカバー１４が筐体１２から離れる方向への変位が規制される。したがって、カバ
ー１４が第２の姿勢にある際のカバー１４のがたつきを抑えることができる。
【００８０】
■■■第２の実施例■■■■
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　次いで、図２５（Ａ）ないし図２９を参照して、カバー１４の開閉装置の第２の実施例
について説明する。第２の実施例における開閉装置８２は、回動軸に移動手段の機能を持
たせた点で第１の実施例と異なる。
【００８１】
　図２５（Ａ）を参照するに、カバー１４は筐体１２に対して第１の姿勢をとっている。
第２の実施例における開閉装置８２は、カバー１４の回動軸部８４に回動軸８６が設けら
れている。回動軸８６には、当該回動軸８６より径方向に突出する突部８８を備えている
。
【００８２】
　また、筐体１２の背面１２ｂ側の端部には軸受け９０が設けられている。軸受け９０は
、変位許容部９２と案内部９４とを備えている。そして、案内部９４は、当該案内部９４
において筐体１２の背面１２ｂ側に設けられた誘い面９６と、案内部９４の筐体１２の内
側方向の奥側上方に設けられた保持形状９８とを備えている。誘い面９６は筐体１２の背
面１２ｂ側から原稿載置面２８と交差する方向における下方側かつ筐体１２の内側方向へ
傾斜しつつ延びている。
【００８３】
　図２５（Ｂ）ないし図２６（Ｂ）を参照するに、カバー１４を筐体１２に対して第１の
姿勢から第２の姿勢に向けて回動させると、回動軸８６に設けられた突部８８は回動軸８
６を回動中心として図２５（Ｂ）における時計周り方向に回動する。この際、突部８８は
、回動に伴って軸受け９０内において筐体１２の背面１２ｂ側の側面と当接し、さらに回
動を続けようとすることから回動軸８６を筐体１２の内側方向に押し出す。これにより、
回動軸８６は変位許容部９２に位置する状態から、誘い面９６に沿って筐体１２の内側方
向下方側に向けて移動する。つまり、回動軸８６の突部８８と軸受け９０の誘い面９６と
は、移動手段１００として機能する。
【００８４】
　次いで、図２７（Ａ）ないし図２８（Ａ）を参照するに、図２６（Ｂ）に示す状態から
さらにカバー１４を筐体１２に対して回動させると、突部８８は誘い面９６に当接する。
そして、回動軸８６の回動に伴って、突部８８は誘い面９６を押圧する。これにより、突
部８８は誘い面９６から反力を受けて、筐体１２の内側方向にさらに移動させられる。
【００８５】
　そして、図２８（Ｂ）に示すように、図２８（Ａ）の状態からさらにカバー１４を筐体
１２に対して図２８（Ａ）における時計回り方向に回動させると、筐体１２の背面１２ｂ
にカバー１４の自由端側（基端側）の部位１４ａが当接する。その結果、カバー１４の回
動中心が回動軸８６から背面１２ｂとカバー１４の自由端側の部位１４ａとの当接部に切
り換わる。
【００８６】
　その結果、回動軸８６は、筐体１２の背面１２ｂとカバー１４の自由端側の部位１４ａ
との当接部を回動中心として図２８（Ｂ）における時計回り方向に回動し、案内部９４の
保持形状９８に受け入れられ、保持される。その結果、回動軸８６が保持形状９８に保持
されるので、カバー１４の筐体１２に対する回動が規制される。したがって、カバー１４
は、筐体１２に対して第２の姿勢（図２８（Ｂ）参照）を維持することができる。
【００８７】
　尚、本実施例においても、図２９に示すように軸受け９０には変位許容部９２が設けら
れている。つまり、カバー１４が筐体１２に対して第１の姿勢を取る際、回動軸８６は変
位許容部９２において原稿載置面２８と交差する方向へ変位可能である。したがって、本
実施例においてもカバー１４が筐体１２に対して第１の姿勢を取る際、カバー１４が筐体
１２に対して接離する方向に変位可能に構成されている。これにより、筐体１２に対する
カバー１４の位置の自由度を確保できるので、厚い原稿への対応など多用なニーズに対応
することができる。
【００８８】
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　本実施例において移動手段１００は、筐体１２の内側方向に延びる誘い面９６と、回動
軸８６に設けられ、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際に誘い面
９６に接して筐体１２の内側方向に回動軸８６を誘導する突部８８とを備えている。した
がって、移動手段１００を構造簡単にして低コストに構成できる。
【００８９】
■■■第３の実施例■■■■
　図３０を参照して、カバー１４の開閉装置の第３の実施例について説明する。第３の実
施例における開閉装置１０２は、軸受けに変位許容部が設けられていない点で第１の実施
例の開閉装置５０と異なる。
【００９０】
　図３０を参照するに、筐体１２の背面１２ｂ側端部には開閉装置１０２が設けられてい
る。開閉装置１０２は、カバー１４に設けられた回動軸部１０４と、筐体１２の背面１２
ｂ側端部に設けられた軸受け部１０６とを備えている。回動軸部１０４には回動軸１０８
が設けられている。また、軸受け部１０６には、軸受け１１０が設けられており、軸受け
１１０は案内部１１２のみが設けられている。案内部１１２には、筐体１２の内側方向奥
側上方に保持形状１１４が設けられている。
【００９１】
　本実施例において、カバー１４を筐体１２に対して第１の姿勢から第２の姿勢に回動さ
せる際の軸受け１１０に対する回動軸１０８の動作は第１の実施例と同様であるので説明
を省略する。また、本実施例においても、図示しないが移動手段７２、規制手段７４、支
点部６２、支点支持部７０が設けられている。
【００９２】
　本実施例では、軸受け１１０に変位許容部が設けられていないので、カバー１４が筐体
１２に対して第１の姿勢をとる際、原稿載置面２８に対して交差する方向にカバー１４が
筐体１２に対して接離する方向に変位できないが、第１の実施例と同様にカバー１４を筐
体１２に対して回動させることができる。また、軸受け１１０に変位許容部を設けないの
で、軸受け１１０の構成を簡素化することができる。
【００９３】
＜＜＜第１ないし第３の実施例の変更例＞＞＞
（１）本実施例においてカバー１４の開閉装置５０、８２、１０２は画像読取装置１０に
おけるカバーの開閉装置として構成したが、この構成に代えて、記録装置のカバーの開閉
装置として構成してもよい。
（２）本実施例における軸受け部５４（固定部）は、筐体１２及び背面フレーム３０ｂか
ら軸受け部５４を構成し、誘い面６６、規制部６８及び支点支持部７０を背面フレーム３
０ｂから構成し、別体として構成したが、この構成に代えて、例えば筐体１２、あるいは
背面フレーム３０ｂのような単一の部材に一体で構成してもよい。
【００９４】
　上記説明をまとめると、本実施例における画像読取装置１０は、筐体１２と、回動軸５
６、８６、１０８を中心にした回動を介して、筐体１２に対して閉じた状態である第１の
姿勢と、開いた状態である第２の姿勢とをとり得るカバー１４と、該カバー１４によって
開閉される、原稿を載置する原稿台１６と、該原稿台１６に載置された原稿を読み取る画
像読取部２４とを備えている。カバー１４の回動軸５６、８６、１０８を受け入れる軸受
け６４、９０、１１０はカバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際、回
動軸５６、８６、１０８を筐体１２の内側方向に案内する案内部７８、９４、１１２を有
する。
【００９５】
　案内部７８、９４、１１２は、筐体１２の内側に向けて回動軸５６、８６、１０８を下
側に案内する形状を有する。カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際
、回動軸５６、８６、１０８を案内部７８、９４、１１２内に移動させる移動手段７２、
１００を備えている。
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【００９６】
　開閉装置５０、１０２において移動手段７２は、筐体１２の内側方向に延びる誘い面６
６と、回動軸５６、１０８と一体に回動し、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向
けて回動する際に誘い面６６に接して筐体１２の内側方向に誘導される被誘い部５８とを
備えて成る。
【００９７】
　開閉装置５０、１０２は、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際
に、回動軸５６、１０８の、筐体１２の外側方向への移動を規制する規制手段７４を備え
ている。
【００９８】
　カバー１４の第２の姿勢は、案内部７８、９４、１１２の奥側上部に対する回動軸５６
、８６、１０８の当接を利用して保持される。
【００９９】
　開閉装置５０、１０２は回動軸５６、１０８と一体に回動する支点部６２と、カバー１
４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際に支点部６２が当接する支点支持部７
０とを備えている。案内部７８、１１２の奥側上部に対する回動軸５６、１０８の当接は
、支点部６２を支点としたカバー１４の回動を介した回動軸５６、１０８の上方への変位
によって行われる。
【０１００】
　画像読取装置１０において、移動手段１００は、筐体１２の内側方向に延びる誘い面９
６と、回動軸８６に設けられ、カバー１４が第１の姿勢から第２の姿勢に向けて回動する
際に誘い面９６に接して筐体１２の内側方向に回動軸８６を誘導する突部８８とを備えて
成る。
【０１０１】
　カバー１４の開閉装置５０、８２、１０２は、筐体１２と、回動軸５６、８６，１０８
を中心にした回動を介して、筐体１２に対して閉じた状態である第１の姿勢と、開いた状
態である第２の姿勢と、をとり得るカバー１４とを備えている。カバー１４の回動軸５６
、８６、１０８を受け入れる軸受け６４、９０、１１０は、カバー１４が第１の姿勢から
第２の姿勢に向けて回動する際、回動軸５６、８６、１０８を筐体１２の内側方向に案内
する案内部７８、９４、１１２を有し、当該案内部７８、９４、１１２は、筐体１２の内
側に向けて回動軸５６、８６、１０８を下側に案内する形状を有し、カバー１４が第１の
姿勢から第２の姿勢に向けて回動する際、回動軸５６、８６、１０８を案内部７８、９４
、１１２内に移動させる移動手段７２、１００を備えている。
【０１０２】
　尚、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲
内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることは言
うまでもない。
【符号の説明】
【０１０３】
１０　画像読取装置、１２　筐体、１２ａ　裏面、１２ｂ　背面、１４　カバー、
１４ａ　カバーの部位、１６　原稿台、１８　操作部、２０　案内部、２２　駆動機構、
２４　画像読取部、２６　スタンド、２８　原稿載置面、３０ａ　前面フレーム、
３０ｂ　背面フレーム、３０ｃ　側面フレーム、３０ｄ　側面フレーム、
３２　原稿押さえ部材、３４　ラック、３６　凸部、３８　駆動モーター、
４０　ピニオンギア、４２　凹部、４４　収容部、４６　設置面、４８　案内面、
５０、８２、１０２　開閉装置、５２、８４、１０４　回動軸部、
５４、１０６　軸受け部、５６、８６、１０８　回動軸、５８　被誘い部、
６０　被規制部、６２　支点部、６４、９０、１１０　軸受け、６６、９６　誘い面、
６８　規制部、７０　支点支持部、７２、１００　移動手段、７４　規制手段、
７６、９２　変位許容部、７８、９４、１１２　案内部、８０、９８、１１４　保持形状
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